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前回参加いただいた皆さんからのご感想



具体的な感想
〇積込作業による作業料発生や積込み作業は荷主
で行うなどの点が理解できた（トラック運送事業者）。

〇JR貨物を利用した輸送が当社でも有効なのではな
いかと思う（元請トラック運送事業者）。

〇物流課題は可視化できないことが多いが、国土交
通省などの資料として可視化されると交渉の際に効
力が格段にあがるため（発荷主事業者） 。

〇改革に向けた補助金も知らなかったので、活性化さ
せて対応を行うべく活動なのだと感じました（発荷主
事業者）。

〇運送業者に頼んではいけないことが理解できた（着
荷主事業者）。

参加者の反応（第５回［12/20日開催］のアンケート結果より）

〇興味深かったテーマ

説明会参加人数 約200名※、アンケート回答数91件 （回答率45.5％）1/8時点
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※運輸局関係者除く

【その他】
○支援機関、金融機関、鉄道運送事業者、レンタルパレット事業者 等

【その他】
○業種が違うがとても参考となった

〇回答者（複数回答あり）
〇活用度「今回の説明内容は今後業務に役立ちそうか？」



今回参加いただいた皆さんから事前に
いただいた問題意識等



今回参加いただいた皆さんの構成

令和6年１月24日（水）時点の事前登録者（91名）の構成

〇事業者種別
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〇これまで本説明会に参加したことがあるかどうか



参加者の皆さんから事前にいただいた問題意識等①

トラック物流の2024年問題に対する問題意識、解決に必要な対策として思われるものは。
トラック運送事業者の皆さんから
●ドライバーの確保
●働き方改革も推進することも大事ですが、法規制の下。運賃改正が進まなければ、燃料の高騰への対応

、最低賃金の維持には運賃改正が優先事項だと思います。
●物流データのデジタルでの早期提示、物流効率化への荷主の理解、連結トラックに対応する荷役場の整

備と輸送ロット・リードタイムの見直し（積載率向上のため）
●荷主側への公表では無く罰則運送事業者へ燃料、高速代、標準運賃に満たない金額分を補助金
●人材確保。長時間の待機による拘束時間超過。SNS、IoTの活用。
●運賃改定荷待ち時間短縮ドライバーの所得向上（他業態への人材流出防止）
●積卸の効率化と、運行時間などの緩和
●エンドユーザーへの価格転嫁
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元請事業者の皆さんから
●いたる地点での効率化のための施策を全関係者で取り組むため、荷主(特に真の荷主)の理解が必要。
●荷主の値上げへの理解
●コストアップに対応できる料金収受。荷主（着荷主含む）の理解と協力。待ち時間削減。
●真荷主の意識がまだまだ低く思われる。物流元請け会社やトラック事業会社では限界がある。
●社内での問題意識の共有と荷主の理解。
●荷主の理解、商習慣の見直し 荷主と運送会社の協働による物流の効率化 運送会社の強い姿勢
●輸送力の低下、利益の減少、さらなる人材不足を招く恐れがある1人あたりの労働時間を減少させる必

要がある為積込と輸送の人員を分ける等の対策が必要



トラック物流の2024年問題に対する問題意識、解決に必要な対策として思われるものは。
荷主事業者の皆さんから
●着荷主側の協力と理解
●「標準的な運賃」がどれくらい浸透しているか
●慣習的に行われている付帯作業の認識を改めること
●社会全体の意識改革
●発・着荷主の運送会社へのご協力が問題解決の要諦

その他の皆さんから
●荷主の理解
●問題解決のためには、メーカー、出荷元の協力が必要。

例）バラ積み納品を無くしパレット納品する

参加者の皆さんから事前にいただいた問題意識等②

7



参加者の皆さんから事前にいただいた問題意識等③

「トラックＧメン」について感じる印象、期待・ご不安など。
トラック運送事業者の皆さんから
●積極的な行動が今までの会議参加で良く分かった。継続して各荷主企業（３PL、倉庫）などにも働き

掛けていただき、改善の方向に勢いをつけて欲しいです。
●トラックGメンという言葉自体を初めて聞いたのでわからない。
●まだまだ取り組んでいない地域ですので、わかりません。
●世直し隊のように、日の当たらないところに光を与えてほしい。
●改善お願い致します。
●荷主も人員不足で困っておられるのを見ると強く主張出来ない。
●いいとは思いますが、実態と実績を聞いてみたい。
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元請事業者の皆さんから
●運送事業者に現状査察しているイメージ。荷主を監査しているか？の印象は無い。
●具体的な働きかけ、勧告、要請・公表のガイドライン。
●活発に活動していると感じている。また、指摘に留まらず結果を出してきていると思う。
●想像以上に積極的に活動していると感心している
●もっと現場の実態を知って欲しいので、現場訪問の頻度を増やしてほしい。
●斬新な発想で期待している。
●業務内容等分からないことがあるので今回聞いてみたい



参加者の皆さんから事前にいただいた問題意識等④

「トラックＧメン」について感じる印象、期待・ご不安など。
荷主事業者の皆さんから
●改善されない事業所への指導
●世の中、全員が同じ方向には進まない。行きたいと思ってもサボる。取り締まりは不可欠だと思う。
●トラックＧメンの調査内容について知りたい。
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その他の皆さんから
●違反行為に対する働きかけや情報収集などを通じ、ドライバーの働く環境改善につながる活動と感じる。
●業界が抱える問題の共有にご尽力頂きたい。



参加者の皆さんから事前にいただいた問題意識等⑤

説明会で触れてほしい事項、具体的なご質問。
トラック運送事業者の皆さんから
●現状を直視した際の意見交換での荷主（企業）の受け止め方はどんな感じなのでしょうか。その感じ

方が、我々が交渉している他人事の様相なのか、気になります。
●2024年問題の概要
●この時期であれば、運賃について新たな情報がおおいと思うので時間を割いてほしい。物流Gメンの仕事

はいつまでされるのか？（こういったことは、日常茶飯事で、チャットの質問内にも話されている方がいたが、
船会社での荷待ちは日常茶飯事の認識。それを正すのであれば、いつでも必要なのではないか？）

●適正運賃の考え方の提示（荷主も運送事業者も届け出運賃は形だけと思っている）他産業並みの労
働条件を確保するためには、届け出運賃での支払いが必要だと思っていますが、運賃市場価格は5～7掛
けと思っている。（運送事業者は受け身で、運賃原価データを提示しても適正に評価されない）

●指導に従わない荷主のその後
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元請事業者の皆さんから
●実際に荷主に勧告した事例が有るのか。悪質な荷主（真の荷主以外含む）の事例など。ガイドラインで

使用されている単語の定義（例えば「荷待ち時間」。病院の様な受付、呼び出しシステムを導入した場
合、「荷待ち」は何時からカウントされる？受付時間から？呼び出し時間から？など。）

●働きかけ、勧告となった事例。
●活動例や活動のスタンス。
●働きかけ等の実例
●頑なな荷主の理解をどの様にすれば得られるか？方策は？
●運送会社に対するポジション 荷主に対するポジション



参加者の皆さんから事前にいただいた問題意識等⑥

荷主事業者の皆さんから
●荷卸しをする際に待ち時間が発生します。着時間等は全く指定していないが皆同じような時間帯に来る

ことが大きな要因です。上記が理由でもこちらに過労運転防止義務違反に当たる可能性がありますか？
● 『待ち時間』の定義と実績収集方法、『付帯作業』の定義と実績収集方法
●国交省の標準運賃約款と契約書改訂の要請

説明会で触れてほしい事項、具体的なご質問。

その他の皆さんから
●鉄道貨物輸送の有用性
●どれだけの決意・意志を持って臨まれるのか。

11



最近のトピック（国土交通省プレス発表資料等）



ガイドラインに基づく各業界団体自主行動計画策定状況

令和5年6月2日「物流の2024年問題」への対応を加速することを目的として、経済産業省、農林水産省、国土交通省は連名で、
発荷主事業者・着荷主事業者・物流事業者が早急に取り組むべき事項をまとめた「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事
業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」を策定し、令和5年度中を目途として荷主企業・物流事業者にガイドラインに沿っ
た「自主行動計画」の策定・公表を要請。各業界団体が指針となる自主行動計画の策定・公表を進めています。

No 業種・分野 業界団体・事業者名(一部) ※多数ある場合は、内閣官房HPの公表順にスペースの範囲で記載

1 自動車 （一社）日本自動車工業会、（一社）日本自動車部品工業会

2 自転車 （一社）自転車協会

3 素形材 （一社）日本金型工業会、（一社）日本金属熱処理工業会、（一社）日本金属ﾌﾟﾚｽ工業協会 等

4 機械製造業 （一社）日本半導体製造装置協会、（一社）日本印刷産業機械工業会、（一社）日本時計協会 等

5 繊維 日本繊維産業連盟

6 電機・情報通信機器 （一社）日本配電制御ｼｽﾃﾑ工業会、（一社）ﾋﾞｼﾞﾈｽ機械・情報ｼｽﾃﾑ産業協会 等

7 流通業（ｽｰﾊﾟｰ、ｺﾝﾋﾞﾆ、ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ等小売業） （一社）日本百貨店協会、（一社）日本ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞﾁｪｰﾝ協会、（一社）大手家電流通協会 等

8 建材・住宅設備業 （一社）日本建材・住宅設備産業協会

9 紙・紙加工業 全国段ボール工業組合連合会、日本製紙連合会

10 金属産業 （一社）日本伸銅協会、（一社）日本鉄鋼連盟、JFEｽﾁｰﾙ㈱
11 化学産業 全国複合肥料工業会・日本肥料ｱﾝﾓﾆｱ協会、石油連盟、ﾌｨｼﾞｶﾙｲﾝﾀｰﾈｯﾄ実現会議化学品WG  等
12 建設業 （一社）日本建設業連合会

13 商社 （一社）日本貿易会

14 農業 日本花き卸売市場協会、全国農業協同組合連合会、ﾎｸﾚﾝ農業協同組合連合会、(協)日本飼料工業会等
15 食品製造業 （一社）日本即席食品工業協会、（一社）日本ﾊﾟﾝ工業会、日本ﾊﾑ・ｿｰｾｰｼﾞ工業協同組合 等

16 食品卸売業 （一社）日本外食品流通協会、（一社）日本加工食品卸協会、全国中央市場青果卸売協会

ガイドラインに沿った自主行動計画策定業界団体（荷主関係） ※内閣官房ＨＰより

詳しくは、内閣官房HPをご覧ください (https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/jisyukoudoukeikaku.html)。

自主行動計画策定・提出業界団体・事業者数 令和5年12月26日(火)現在103団体(社) ※荷主92団体(社)、物流関係11団体
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令和6年能登半島地震による災害に関して被災中小企業・小規模事業者
支援措置を行います

経済産業省は、令和6年能登半島地震による災害に関して、新潟県、富山県、石川県及び福井県の47市
町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。

〇既往債務の負担軽減に係る対応

中小企業庁金融課長 神﨑 担当者：来島、太田、加見
電話：03-3501-1511（内線 5271～5）メール：bzl-s-chuki-kinyu@meti.go.jp
ＵＲＬ：https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240104001/20240104001.html

〇日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫の休日電話相談の実施
1．特別相談窓口の設置
2．災害復旧貸付の実施
3．セーフティネット保証4号の適用
4．既往債務の返済条件緩和等の対応
5．小規模企業共済災害時貸付の適用

災害救助法適用地域
新潟県：新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、三島郡出雲崎町
富山県：富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新

川郡朝日町
石川県：金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽

咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町
福井県：福井市、あわら市、坂井市



令和6年能登半島地震による影響を受ける中小企業・小規模事業者に関し
て、下請事業者との取引や官公需の観点から配慮要請を行いました

中小企業庁は、下請取引や官公需の発注に当たり、中小企業・小規模事業者に対する当該災害の影響を
最小限とするため、親事業者や、各府省等、都道府県知事に対し要請を実施しました。

1．令和6年能登半島地震の影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮
について

2．令和6年能登半島地震による災害により被災した地域の中小企業・小規模事業
者に対する官公需における配慮について

経済産業大臣名（他省庁所管の業界については主務大臣との連名）で、業界団体代表者に対し、下
請事業者に一方的に負担を押しつけないことや、今回の地震によって影響を受けた下請事業者が今
後事業活動を再開させる場合にできる限り従来の取引関係を継続すること、などについて要請して
います。

中小企業庁長官名で、各府省や都道府県知事に対し、適正な納期・工期の設定及び迅速な支払や、
地域中小企業の適切な評価等について特段の配慮と受注機会の増大させること、などについて要請
しています。
※ 各府省等とは、各府省及び各府省の所管する独立行政法人・国立大学法人等を指します。

中小企業庁 事業環境部 取引課 担当者：川森、原、藤野
電話：03-3501-1511（内線 5291～5297） メール：bzl-s-chuki-torihiki@meti.go.jp
URL：https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240111007/20240111007.html



経済対策に基づく新たな資金繰り支援策を行います

経済産業省は、令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、
以下2点の新たな資金繰り支援を行います。

1．新たな信用保証制度を創設

2．日本政策金融公庫等のコロナ資本性劣後ローンの金利運用見直し

中小企業の4割が利用している信用保証制度で、依然として信用保証付融資の7割で経営者保証を徴
求している現状を変えるため、保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする信用保
証制度を創設することに加え、3年間の時限的な保証料負担軽減策を行います。
本制度については、3月15日より申込受付を開始し、それに先立ち2月16日より、要件確認などの
事前審査も開始します。

コロナ資本性劣後ローンの黒字金利は、直近決算の黒字額から負担することになりますが、黒字額
が小さい場合、金利負担により実態上赤字に転落する場合があります。
そのため、直近決算で黒字の事業者が翌年度に黒字金利を支払った場合に、直近決算において事実
上の赤字に陥る場合には、直近決算期後1年間については赤字金利（0.5％）を適用するという運用
見直しを2月16日より行います。

中小企業庁金融課長 神﨑 担当者：来島、太田、加見
電話：03-3501-1511（内線 5271～5）メール：bzl-s-chuki-kinyu@meti.go.jp
ＵＲＬ：https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240123002/20240123002.html





農林水産省は、令和5年12月27日(水曜日)に、農林水産省の各品目・業界担当部署が参画する「農林水産省物流対策本部」（本
部長：農林水産大臣）を設置のうえ第1回会合を開催したほか、同日に「農林水産品・食品物流問題相談窓口」を本省及び地方農
政局に設置しました。

1.「農林水産省物流対策本部」の設置について

2.「農林水産品・食品物流問題相談窓口」の設置について

機関名 担当部課 電話番号（直通） メールアドレス

農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部食品流通課 03-6744-2379 butsuryu_sodan@maff.go.jp

北海道農政事務所 生産経営産業部事業支援課 011-330-8810 butsuryu_sodan_hokkaido@maff.go.jp

東北農政局 経営・事業支援部食品企業課 022-221-6146 butsuryu_sodan_tohoku@maff.go.jp

関東農政局 経営・事業支援部食品企業課 048-740-0145 butsuryu_sodan_kanto@maff.go.jp

北陸農政局 経営・事業支援部食品企業課 076-232-4149 butsuryu_sodan_hokuriku@maff.go.jp

東海農政局 経営・事業支援部食品企業課 052-746-6430 butsuryu_sodan_tokai@maff.go.jp

近畿農政局 経営・事業支援部食品企業課 075-414-9024 butsuryu_sodan_kinki@maff.go.jp

中国四国農政局 経営・事業支援部食品企業課 086-222-1358 butsuryu_soudan_chushi@maff.go.jp

九州農政局 経営・事業支援部食品企業課 096-211-9371 butsuryu_sodan_kyushu@maff.go.jp

内閣府沖縄総合事務局 農林水産部食料産業課 098-866-1673 butsuryu_sodan_oki.k6h@ogb.cao.go.jp

令和5年12月27日(水)に、物流上の課題や不安を抱えている事業者等の皆様からの相談を受け付ける「農林水産品・食品物流問題相談窓口」を本省及び地方農政局等に設
置しました。皆様から状況をお伺いし、必要な場合には当省関係部局の職員等の現地派遣を行って、対応方策の御提案等をいたしますので、お気軽に御相談ください。

（相談内容の例） ・「物流2024年問題」は知っているが、具体的にどのような影響があるのか分からず、不安。 ・パレット化、モーダルシフト、中継輸送など物流改善に活用できる補助事業を知りたい。

・物流確保に向けた検討を始めたいが、現状を踏まえ、具体的にどのような対策が考えられるのか、助言が欲しい。 ・他の地域、事業者の取組状況を知りたい。 など。

（問い合わせ先）新事業・食品産業部食品流通課卸売市場室 担当者：山田、菊地
代表：03-3502-8111（内線4152）ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ：03-3502-5744

（問い合わせ先）新事業・食品産業部食品流通課担当者：中村、川村
代表：03-3502-8111（内線4152）ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ：03-3502-5744

詳しくは
こちら

①対策本部メンバー
本部長 坂本農林水産大臣 副本部長 武村農林水産副大臣 本部メンバー 高橋農林水産政務官 他

②検討内容
全国各地・各品目の農林水産業者等の物流確保に向けた取組への後押しや負担軽減を図るための支援策等方策検討

③第１回会合議事概要(令和５年12月27日(水)開催)
農林水産省ＨＰにて公開中：https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/buturyu.html

「農林水産省物流対策本部」、「農林水産品・食品物流問題相談窓口」の設置について



能登半島地震を受け設けられた雇用・労働関係の特例措置
をまとめたリーフレットを作成しました

令和６年能登半島地震をうけ、厚生労働省では、雇用や労働に関する様々な特例措置を設けています。
こうした特例をより多くの人に活用してもらうため、「 被災された従業員の方、仕事をお探しの方向け 」と「 被災
された事業主の方向け 」に、それぞれの内容を一覧にまとめたリーフレットを作成しました。必要な情報が必要な方
に届くよう、被災地域をはじめとするハローワーク、労働基準監督署などで配布する予定です。

【リーフレットの内容】

○被災された従業員の方、仕事をお探しの方向け

【主な内容】
・被災者の仕事の相談に応じる窓口の案内
・災害で勤務先が事業を休・廃止し、賃金が受け取れない場合に受給できる失業給付の案内
・被災により公的職業訓練を受けられなくなった場合の修了認定や給付についての特例措置
・地震の影響で勤務先の業務が停止し、退職を余儀なくされた人が利用する、「未払賃金立替払制度」の

申請手続きの簡略化

○被災された事業主の方向け
【主な内容】

・災害により休業せざるを得ない場合の従業員への賃金や手当について、法律上の考え方を取りまとめた
「Ｑ＆Ａ」や、「雇用調整助成金」による公的支援の案内

・各種助成金の申請が期限内に行えない場合、後日の申請が可能なことを案内
・労働保険料、社会保険料、障害者雇用納付金について、納付期限を延長・猶予

職業安定局雇用政策課
課長 吉田暁郎
課長補佐 地曵暁瑛
（代表電話） 03-5253-1111（内線5684）
（直通電話） 03-3502-6770

労働基準局総務課
課長 黒澤朗
課長補佐 吉岡健一
（代表電話） 03-5253-1111（内線5554）
（直通電話） 03-3502-6741

人材開発統括官付参事官室（人材開発総務担当）
参事官 宇野禎晃
室長補佐 土田さおり
（代表電話） 03-5253-1111（内線5907）
（直通電話） 03-3595-2316

照
会
先







労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（R5.11)

・労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動指針
・発注者及び受注者が採るべき行動／求められる行動を１２の行動指針として取りまとめ。
・独占禁止法及び下請け代金法に基づき厳正に対処することを明記

発注者として採るべき行動／求められる行動
【行動①：本社（経営トップ）の関与】 【行動②：発注者側からの定期的な協議の実施】
【行動③：説明・資料を求める場合は公表資料とすること】※ 【行動④：サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと】
【行動⑤：要請があれば協議のテーブルにつくこと】 【行動⑥：必要に応じ考え方を提案すること】

・急激な物価高騰を乗り越え持続的な構造的賃上げを実現するためには、雇用の７割を占める中
小企業がその原資を確保できる取引環境を整備することが必要
→令和５年１１月２９日に内閣官房及び公正取引委員会の連名で「労務費の適切な転嫁の
ための価格交渉に関する指針」を策定

本指針の性格

【行動①：相談窓口の活用】 【行動②：根拠とする資料】※ 
【行動④：発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する額を提示】【行動③：値上げ要請のタイミング】

発注者・受注者の双方が採るべき行動／求められる行動
【行動①：定期的なコミュニケーション】 【行動②：交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管】

※価格交渉において、発注者が労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を求める場合や、受注者が労
務費の上昇傾向を示す根拠資料の例として、「標準的な運賃」が明記されている。

受注者として採るべき行動／求められる行動

22【参考】公正取引委員会ＨＰ https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html



「「ホワイト物流」推進運動セミナー」を開催します！

※ホワイト物流推進運動については後ほど詳しくご説明します。

国土交通省では、「ホワイト物流」推進運動の更なる推進のため、「「ホワイト物流」推進運動
セミナー」を開催します。 オンラインセミナーのため、どこからでもお気軽にご参加いただけます！

第２回：１１月９日（木）13:00～15:55 終了
・働き方改革の実現とコンプライアンスの徹底（仕事環境の改善でCS･
ES･FS（家族の満足度向上）の達成へ （新雪運輸株式会社）

・ホワイト物流を推進する中で出来た「働き方改革」と今後の課題と対策
について （株式会社フードレック）

第３回：１２月７日（木）13:00～15:55 終了
・待機時間削減を目的とした高回転物流への取組みについて
（タカラスタンダード株式会社）
・DFL思考 × 包装デザインアップデートによる顧客価値共創
（SBS 東芝ロジスティクス株式会社）

第４回：１月２６日（金）13:00～15:55 
・皆で運ぶ物流の未来（仮）
（NEXT Logistics Japan 株式会社）

第５回：２月１５日（木）13:00～15:55 
・「ステークホルダーとの相互理解」「運転手ファースト」で取り組むホワイト
物流（もりか運送株式会社）

第６回：３月７日（木）13:00～15:55 
・輸送事業の課題解決に向けて～ 「DX」による事故未然防止と業務
効率化・法規制強化への取り組み～（ロジスティード株式会社）

第１回：１０月１９日（木）13:00～15:55 終了
・ホワイト物流を推進する中で出来た「働き方改革」と今後の課題と対策
について （株式会社フードレック）

・八大株式会社のデジタル化による働き方改革事例
（八大株式会社）

・「ホワイト物流」推進運動の紹介（動画）
・我が国の物流の革新に向けた取組みの動向 （国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課）
・改善基準告示の改正と発注者等への要請 ２０２４年４月適用の時間外上限規制、改正改善基準告示のポイントと監督署が行う
発注者等への要請、各種支援を紹介 （厚生労働省）

・セミナー参加申込みフォーム https://white-logistics-movement.jp/seminar/

各回独自のコンテンツ（講演）

各回共通のコンテンツ
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「物流拠点機能強化支援事業」（補助事業）について

国土交通省では、物流施設の災害対応能力の強化等を図るための「物流拠点機能強化支援事業」（補助
事業）について、R5年度当初予算分の採択を決定しました。それに引き続き、追加公募を開始します。

１．事業概要

災害時や電力不足時においても、物流拠点において電源機能を維持し、迅速かつ円滑な物資輸送体
制を確保することが必要である一方、非常用電源設備は、導入費用の高さ等を考慮すると、
自助努力で導入することは企業にとって大きな負担となっているため、災害対応能力の強化を図る
ため、非常用電源設備の導入支援を行い、物流拠点において電源機能を維持し、迅速かつ円滑な物
資輸送体制を確保していく。

２．今後の公募予定

第１次公募に引き続き、追加公募を実施いたします。 申請の際には、国土交通省Webサイト（下記
URL）に掲載されている交付要綱、実施要領等をご覧頂き、 申請様式に必要事項をご記入の上必要
書類を添えて地域を管轄する地方運輸局等へご提出ください。
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_tk2_000021.html

国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課 電話 :03-5253-8297（内線41-347）
ＵＲＬ：https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu02_hh_000068.html

３．公募受付期間

応募期間：令和６年１月９日（火）～２月１４日（水）１７時まで（必着）





2024年問題の背景



時間外労働の上限規制が設定された理由（振り返り）

そもそも何故、歩合制賃金等

働き方が特殊なトラックドライバーに、

⇒長時間労働で、健康障害リスクがある
トラックドライバーの労働環境を改善し
ないと、将来なり手がいなくなるから。

時間外労働の上限規制が設定されたのか？

実現には商慣行改善が必要。そのためには
、発着荷主の協力、業界・企業の枠を超え
た取組みが必要。

27



働き方改革関連法で必要性明記（法案提出理由）

時間外労働の上限規制設定の経緯

労働政策審議会にて必要性確認
・人口減少社会において、誰でも働ける環境を整える必要がある。

・しかし日本の現状は長時間労働者が多く、健康の確保や仕事と家庭生活の両立が困難。

・「過労死ゼロ」、女性や高齢者が働きやすい社会の実現のため、長時間労働是正が必要。

労働政策審議会労働条件分科会での議論
・運輸・郵便業は他産業に比べ週労働時間60時間以上の雇用者の割合が特に高い。
・収入を確保しするために長時間労働によって収入を確保しようとする労働者がいるのも現状。

・しかし労働者が入ってきやすい業界の環境を労使双方でつくり上げる必要がある。

・鍵を握るのは商慣行の改善。課題の解決に向けて、業界・企業の枠を超えた協力が不可欠。

・荷主企業の協力といった全体の対策も含めた取組が改善基準告示の遵守につながる。

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進す

るため時間外労働の限度時間の設定（略）等措置を講じる必要がある。
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（公社）全日本トラック協会「日本のトラック輸送産業 現状と課題」より

道路貨物運送業の就業状況について
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道路貨物運送業 年齢階級別就業者数の推移（一部予測値）

資料：総務省「労働力調査」より中国運輸局自動車交通部貨物課が作成。
※道路貨物運送業従業者数（総数）に年齢階級別構成比を乗じて計算

2023以降については過去の数字を元に回帰直線により推計
端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
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自動車運送事業における時間外労働規制の見直し

平成30年６月改正の「働き方改革関連法」に基づき、自動車の運転業務の時間外労働について
も、法施行（平成31年４月）の５年後（令和６年４月1日）より、年960時間（休日労働含ま
ず）の上限規制が適用される。併せて、厚生労働省がトラックドライバーの拘束時間を定めた 「改善
基準告示」 （貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の対象）により、拘束時間、運転時間等
が強化される。

現 行 改正後（令和6年4月～）

時間外労働規制
（労働基準法） な し 960時間

(原則、年720時間)

拘束時間
（労働時間＋休憩時間）

（改善基準告示）

【1日あたり】
・ 原則13時間以内、最大16時間以内
※15時間超は1週間２回以内

【1ヶ月あたり】
原則、293時間以内。
ただし、労使協定により、年3,516時間を超

えない範囲内で、320時間まで延長可。

【1日あたり】
・ 原則13時間以内、最大15時間以内。
・ 長距離運行は週2回まで16時間

※14時間超は1週間2回以内

【1ヶ月あたり】
原則、年3,300時間、284時間以内。
ただし、労使協定により、年3,400時間を超

えない範囲内で、310時間まで延長可。

〇主な改正内容
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労働時間規制等による物流への影響
○ 具体的な対応を行わなかった場合、2024年度には輸送能力が約14%（4億トン相当）不足する可能性。
○ その後も対応を行わなかった場合、2030年度には輸送能力が約34%（9億トン相当）不足する可能性。
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貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（議員立法）の概要（令和５年法律第６２号）

改正の概要

荷主対策の深度化 トラック事業者の法令遵守に係る国土交通大臣による荷主への働きかけや要請等の規定

標準的な運賃 運転者の労働条件を改善し、持続的に事業を運営するための参考指標としての「標準的な運賃」制度

（令和２年４月告示） ⇒セミナーや各種協議会による周知・浸透

時間外労働規制が適用される
（令和６年３月）までの時限措置

働きかけ 要 請 勧告・公表

違反原因行為を荷主がしている
疑いがあると認められる場合

荷主が違反原因行為をしていること
を疑う相当な理由がある場合

要請してもなお改善
されない場合

制度創設当時 改正後 「当分の間」の措置

【成立：令和５年６月１４日、公布・施行 ： 令和５年６月１６日】

令和６年４月からの時間外労働の上限規制を見据え、平成３０年の議員立法において時限措置として、「標準的な運賃」と「荷主
対策の深度化」の制度を創設（貨物自動車運送事業法附則第１条第１項）

一方、新型コロナウイルスや原油価格高騰などの影響を受け、トラック事業者の経営状況はいっそう厳しさを増しており、荷待ち
時間の削減や適正な運賃の収受等により、労働条件を改善し、担い手を確保するための取組は道半ば

働き方改革の実現と安定的な輸送サービスを確保するため、「標準的な運賃」や「働きかけ」等の制度を継続的に運用することが
必要

改正の目的

法改正による対応

33

時限措置から恒久的な制度へ



トラックＧメンとは



トラックＧメンは、トラック運送事業者の立場に立ち、

トラック運送事業者を対象とした

違反原因行為の疑いのある荷主・元請事業者に対する

２０２４年問題の解決を目指すための専門部隊です。

「プッシュ型の（積極的な）情報収集」と

「働きかけ」や「要請」等により、

35

トラックＧメンとは

適正運賃の収受や労働環境の改善を実現し、

決して「トラック運送事業者を取り締まる存在」

ではありません。



トラックＧメンの組織・体制

トラックＧメンは、正式名称を「荷主特別対策室員」
といって、国土交通省職員（国家公務員）の中から
任命されています。

令和5年7月21日（金）に創設され、全国で162名、
中国運輸局では13名が任命されています。
(本局3名、支局各2名)

36

トラックＧメンポータルサイト（国交省ＨＰ）
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000116.html

内容は順次更新されていきます。



トラックGメンの設置による荷主・元請事業者への監視体制の強化
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違反原因行為とは



違反原因行為とは

違反原因行為とは、

トラックの法令違反の原因となるおそれのある、

以下のような行為を指します。
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こういうものも違反原因行為となりえます（優越的地位の濫用）

運賃・料金の交渉に応じず、不当に低廉
に据置くこと

○ 個別の運送内容等を考慮せずに、一律一定率の引下げ
をして、通常支払われる運賃より低い運賃にすること

○ 運送委託者が、自らの目標額、予算等を基準として、
通常支払われる運賃より低い運賃に、一方的に設定する
こと

○ 軽油価格の高騰、多頻度輸送、長距離輸送、手待ち時
間の発生等輸送条件が変化したにもかかわらず、それら
を一切考慮しないで、通常支払われる運賃より低い運賃
に据え置くこと

○ 特定の運送受託者を差別的に取り扱い、他の運送受託
者より低い運賃を設定すること

○ 同種の運送役務について、特定の地域又は顧客向けで
あることを理由に、通常支払われる運賃より低い運賃を
設定すること

○ 運送委託者は、運送受託者の運転手等に依頼し、契約で定
められていない業務（発荷主・着荷主の倉庫内荷役、ピッキ
ング、仕分け、清掃、検査・検収、ラベル貼り等）について、
無償で実施させること（契約外の無償による附帯業務）

○ 運送受託者に対し、当該運送受託者に委託した取引とは関
係のない貨物の積み下ろし作業をさせること

契約にない付帯業務を行わせ、料金を支
払わないこと

付帯業務の例
●倉庫内の棚に貨物を入れる。
●運送終了後の貨物を方面別等に分ける。
●貨物に値札などのラベルを貼る。
●積み下ろし場所から貨物を移動させる。

40



41



トラックＧメンによる働きかけ



働きかけが行われるまで

「働きかけ文書発出とともにヒアリングを実施する場合は、主に以下の流れに沿って実施
長時間の荷待ち、運賃・料金の不当な据置き、過積載の指示等、違反原因行為の事実確認
違反原因行為が事実の場合、早急の解消に向けた改善計画の作成・提出
改善計画には、違反原因行為の解消に必要な期間を設定（改善期間：概ね3か月程度）
取組の確実な実施を指示するとともに、進捗状況や改善効果等を定期的にヒアリングや提出データ等で
確認し、フォローアップ（違反原因行為の解消が確認できるまで）
当該荷主が扱う貨物を所掌する関係省庁（経産省、農水省等）と連携してヒアリングを実施

43

違反原因行為
の情報を入手

国土交通省
にて情報確認

疑いのある
荷主へ連絡

ヒアリング
実施

荷主都合による長時
間の荷待ちで、拘束
時間が守れない
契約にない附帯作業
の強要 等

投稿情報等を整理の
上、荷主に接触
関係省庁と情報共有
ヒアリング準備 等

支店等への違反原因行
為の事実確認
国への報告書作成
社内調整 等

働きかけ文書の手交
違反原因行為の事実確認
改善計画の作成、早急な
取組の実施を指示
その後のFUを伝達 等

関係省庁も同席荷主の本社へ連絡

貨物自動車運送事業法に基づく「働きかけ」

働きかけ
文書発出

働きかけ
文書発出

＆
ヒアリング

目安箱へ
の投稿

Ｇメンに
よる調査



働きかけを契機に改善が行われた例

・入庫混雑時間帯の分散や荷受け開始時間の前倒し、仮置きスペースの確保を実施
⇒長時間の荷待ち状況が大幅に改善。（着荷主が対応）

・専用バースの確保、荷受・仕分要員の配置、到着時間の設定(17:00の定着化)
⇒平均滞在時間が「30分未満」まで大幅改善（元請運送事業者が対応）

○長時間の荷待ち解消

○依頼(契約)になかった附帯作業

・作業範囲、運送料金、作業附帯料金をそれぞれ分けて契約を締結
（元請運送事業者が対応）

○適正取引における運賃・料金等の不当な据置き

・燃料サーチャージ全額支払、トラッシュ比率分差引きを廃止（真荷主事業者が対応）

○過積載運行の要求
・協力会社と調整を図り、一部４ｔ車両から大型車両へ変更（元請運送事業者が対応）
・積荷重量を把握できる配車システムを構築（元請運送事業者が対応）
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働きかけの実施事例



働きかけの実施事例①

46

①(食品物流会社・着荷主) ～東北、近畿、九州運輸局管内
《相談者からの申告内容》
● 午前中指定納品のため、午前中に現地到着するも、荷卸し開始が13時

(15時もあり)とは理不尽過ぎる。
● いつ行っても待機時間が長すぎる。繁忙期には午前7時に受付をして午後

８時になってもまだ降ろせず、降ろせる見込みもないことから、荷物を持ち
帰ったこともあった。

～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を着荷主側が実施。
○ 一部運用にとどまっていた「トラック予約システム」を全車両に拡大
○ 入庫作業バースの拡張と荷卸し時間の拡大（荷卸し開始時間を1時間前倒し）

②(製紙卸会社・発荷主) ～東北、中国運輸局管内
《相談者からの申告内容》
● 朝に受付しても、伝票発行が早くて15時。遅い時では18時の場合もあり。
● 配送先決定、伝票発行が遅いため、積込み開始も遅くなり、5時間以上の待機が発生。
～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を発荷主側が実施。

○ 積込み用バースの見直し(増加)を実施
○ 場外倉庫に積荷のバーコードの読み込みシステムを導入(工場へ戻る時間の削減に寄与)
○ 新たな倉庫建設による横持ち移動時間の削減も検討

○違反原因行為：長時間の荷待ち



働きかけの実施事例①

47

④(運送事業者・元請、鉄鋼品取扱会社・発荷主) ～中国運輸局管内〈R4,8月追記〉
《相談者からの申告内容》
● 待機することが当たり前の状態であり、荷主等もそれを当たり前のことと思っている節あり。
～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を元請・発荷主側が実施。

○ 積込ヤードの厳格管理（空きヤードへの誘導等）、検品作業へのハンディターミナルの全面導入
〇 協力会社、乗務員から率直な意見を吸い上げる『目安箱』の設置、長時間荷待ち是正等に向けた各種取

組を紹介する情報誌の所内掲示、定期的な協力会社ヒアリングの実施による情報共有を早急に実施
〇 ドライバーの入構時間を正確に管理するためのシステム導入に向けた検討をスタート

③(運送事業者・元請) ～中部運輸局管内〈R4,8月追記〉
《相談者からの申告内容》
●日曜祭日以外は、3時間以上待たされる。夕方18時に到着して荷卸しは早くて21時。
●荷卸しの受付をして、毎回6～8時間待たされる。2件目の卸し時間に間に合わせるために途中休憩が取れない。
～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を元請側が実施。

○ 専用バースの確保、荷受・仕分要員の配置、到着時間の設定(17:00の定着化)の対策を実施した結果、
平均滞在時間が「30分未満」まで大幅改善

○違反原因行為：長時間の荷待ち



働きかけの実施事例①
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⑥(日用品販売会社・着荷主) ～関東運輸局管内
《相談者からの申告内容》
● 平均５時間は待機させられる。
● 労働環境の悪化が著しく、時間管理もできない。
～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を着荷主側が実施。

○ 入庫混雑時間帯の分散や荷受け開始時間の前倒し、仮置きスペースの確保を実施
○ 長時間の荷待ち状況が大幅に改善。これまでの取組の効果を分析し、今後他施設でも実施予定

⑤(精密機器製造会社・着荷主) ～関東運輸局管内〈R5,1月追記〉
《相談者からの申告内容》
● 荷卸し受付後、最大４～５時間の待機が結構ある。
● 順番も受付順ではなく地方便が優先となっているが、優先順位の説明もない。
～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を着荷主側が実施。

○ 早朝時間帯以外への車両の分散化として一部時間指定を導入する対策を実施
○ 荷卸しレーンを増加(2レーン→３レーンへ)し、荷卸し能力を強化
○ 一部貨物を他の倉庫宛に移し、納入トラック台数を削減する対策を実施

○違反原因行為：長時間の荷待ち



働きかけの実施事例②
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①(運送事業者・元請) ～中部運輸局管内
《相談者からの申告内容》
● 荷台の天井まで、物理的に積めることができるところまで荷物を積まされる。
～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を元請側が実施。

○ 協力会社と調整を図り、一部４ｔ車両から大型車両へ変更
○ 積荷重量を把握できる配車システムを構築し、協力会社と連携し、重量の分散化を実施
○ 同種事案の防止として、社内幹部会議において情報を共有、その後、社内全体へ迅速に情報展開

○違反原因行為：過積載運行の要求



働きかけの実施事例②
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②(運送事業者・元請) ～近畿運輸局管内
《相談者からの申告内容》
● 運送内容を規定する正式な契約書をもらえていない。
● 仕分け作業料、積込料の負担をお願いしているが、支払ってもらえない。
～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を元請側が実施。
○ 協力会社と個別に協議を開始。作業範囲、運送料金、作業附帯料金をそれぞれ分けて契約を締結し、契約内

容の「見える化」を実施中
○ 契約締結にあたり、チェックシートを用いて各社の法令遵守にかかる状況を再確認するなど、輸送の安全の確保

に対する取組も合わせて措置

○違反原因行為：依頼(契約)になかった附帯作業

①(食品製造卸会社・真荷主、運送事業者・元請) ～関東、近畿、四国、北陸信越運輸局管内
《相談者からの申告内容》
● 積荷の手卸し後、積荷の仕分けとラベル貼りまで、2～3時間かけてやらされるところもある。
● 卸先に仕分作業を止めてもらうよう、会社からお願いしても「メーカーに相談してくれ」と言われ、メーカーに交渉して

も、「前の運送事業者もやっていた」と一切取り合ってもらえない。
～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を真荷主・元請側が実施。

○ 真荷主及び元請から、附帯作業の撤廃について申入れを実施し、了承



働きかけの実施事例②
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②(食品物流会社・発荷主) ～関東運輸局管内
《相談者からの申告内容》
● 大雪警報が発令されているにもかかわらず、配送を依頼された。
～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。
⇒以下の対策を発荷主側が実施。
○ 災害時の対応マニュアルの見直しを行い、配送先とも連携し、ドライバー

の安全を最優先とした対応を行うことを改めて徹底
○ 予め荒天が予想される場合、運送事業者の判断による運行の中止について、配送先と連携し検討

○違反原因行為：拘束時間超過

①(食品物流会社・発荷主) ～関東運輸局管内
《相談者からの申告内容》
● 積込み先に到着しても荷揃え作業が終わっておらず、配送全体が遅くなり、拘束時間が守れない。
～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を発荷主側が実施。

○ 物流機器(ソータシステム等)を導入し、仕分け作業のスピードアップ化を実施
○ 運送事業者と連携し、小口ロッドの配送を集約配送し、配送車両の削減を検討

○違反原因行為：異常気象時の運行指示



働きかけの実施事例②
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②(農産品取扱企業・元請) ～東北運輸局管内 〈R4,10月追記〉
《相談者からの申告内容》
● 燃料サーチャージについて交渉しても、なかなか結論を出してもらえない。
～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を元請側が実施。

○ 元請と真荷主が速やかに協議し、燃料サーチャージを導入することでスピード決着
〇 運賃についても、関係者間で、価格改定を行うことで合意

○違反原因行為：適正取引における運賃・料金等の不当な据置き

①(農産品取扱企業・真荷主) ～九州運輸局管内 〈R4,10月追記〉
《相談者からの申告内容》
●運賃や燃料サーチャージについて交渉しても、応じてもらえない。
～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。

⇒以下の対策を真荷主側が実施。
○ 燃料サーチャージについては、全額支払うことで運送事業者と契約

締結
○ 運賃については、これまで「トラッシュの比率分」を差し引いた積荷

料金の支払いであったところ、トラッシュを含むすべての輸送重量に
対して積荷料金を支払うことで合意



要請の実施事例



要請の実施事例
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トラックＧメンによるプッシュ型情報収集



プッシュ型情報収集（まとめ）

トラックＧメンによるプッシュ型情報収集

①電話聴取や訪問などによる、違反原因行為の疑いの
ある荷主情報の積極的収集

②違反原因行為をしている疑いのある荷主等の支店、
荷捌き場周辺などへのパトロール(現場の状況確認)

③各種フォローアップ調査
●荷主の違反原因行為を投稿してきたトラック事業者へのフォローアップ調査

●目安箱(国交省ＨＰ)に寄せられた投稿情報のフォローアップ調査

●「働きかけ」や「要請」を実施済の荷主等について、再度同種の違反原因行為
をしている疑いがある場合、情報提供元であるトラック事業者へのフォローア
ップ調査
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パトロールの際の配布物
（表） （裏）
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トラック運送事業者向け周知用チラシ
（表） （裏）
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オンライン説明会チラシ(パトロール時に配布・案内)
（表） （裏）
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オンライン説明会チラシ(改訂版)
（表） （裏）
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パトロールの状況（荷主の拠点、本社事務所等）

パトロールの様子（現在も日々実施中） 61

令和５年8月22日～12月26日の結果

パトロール先拠点数658か所
（内容）制度説明ペーパー手交の上以下を説明

●トラック物流2024年問題について
●違反原因行為 ●トラックＧメンの業務
●働きかけ等制度 ●標準的な運賃 等

事前に得た情報を元に、改善すべき点（違反原
因行為）を強調した説明も実施。
また、トラック運送事業者の事業継続の為には

適切な収入の確保が必要、そのため運賃交渉には
真摯に対応するよう依頼。



具体的な説明内容（ポイント）
２０２４年問題について

標準的な運賃について

違反原因行為について

オンライン説明会について

●令和6年4月からトラック運転者の残業時間に上限が課せられ、貨物が一部運べなくなる恐れがある。

●また長期的な問題として、トラック運転者を職業として選択する人が若年層で減っており、年齢構成
が高年齢化している。このままだとドライバー不足になり、トラックがあっても運べない状況になる。

●トラック運転者を確保するには、働く環境を改善する必要がある。荷主担当者の「ちょっと頼むよ」
という悪気のない一言が無理を強いるだけでなく、違反行為の原因にもなり得る。注意して欲しい。

（例）「もうちょっと積めるでしょ」→過積載運行の原因に
「急いで運んでね」、「時間厳守で（無理な時間設定）」→スピード違反に
「ちょっと待ってて（日常的に長時間の待機に）」→過労運転に※
※待機中は心身が休まるわけでなく、休憩時間にはあたらない。

●悪質なものは事実確認、改善を求める「働きかけ」「要請」「勧告・公表」の対象になる
●我々もパトロールを通じて荷主事業者の雰囲気や事業の様子を見させていただいている。

●トラック運転者を確保するには、一定の賃金水準を確保する必要もある。また事業継続のためには車
輛の更新等再投資を継続する必要がある。トラック事業の原資は運賃なので、国は標準的な運賃を策定
し、運輸局もトラック事業者に対し、これを携えて荷主事業者に相談に行くようにと指示している。

●トラック事業者から運賃に関する相談があった場合には耳を傾けて欲しい。

●中国運輸局では月1回オンライン説明会を開催し、詳細を説明しているので、是非ご参加いただきたい
。 62



パトロールの状況（パトロールを通じた所感、荷主側の発言等）

パトロールを通じた所感
○２０２４年問題に関する認識は高い「２０２４年問題に関して荷主事業者にお知らせしたいことがあ

り伺った」というと皆納得した様子で対応いただける（受付の警備員レベルでも）。
○発荷主は「運べない」ことに対する危機感が高い。特に食品関係、また競合他社がいる部品や建材など

を扱っている荷主には、指定どおりに届かない＝商機を逸するという危機意識が高いように感じる。
○建設会社、製造工場等の着荷主にはトラックと関わっている認識が薄い。指定通り原料や資材が届く

ことが当たり前と感じている発言もあり、それらが届かなくなるリスクについて問うと、問題を認識し、話を聞
いてくれる。

パトロールで聴取した荷主側の発言
〇値上げには応じている。チルド車などは数がないので、「運べない」と言われると困る。今は運送会社の方

が強い。（食品製造会社）
〇値上げには応じた。ただ今は数が少なくなっているが、こちらが大事に制作した商品を雑に扱ったり、こち

らの指摘に耳を貸さないドライバーもいて、何のために値上げしたのかと思うことがある。輸送サービスのク
オリティーの確保について問題提起して欲しい。（精密機械製造会社）

〇どこも大変なので、値上げの相談には応じたい。ただ、こちらから着荷主に対しての値上げはなかなかで
きない。競合が多い場合切られるきっかけにもなるので。（鉄鋼製品製造会社）

〇うちはトラックに配送をお願いすることはないが、資材の受け入れの際トラックが運んでくる。荷下ろしはこち
らでやる。事故が起こってはいけないので。（アルミ製品製造会社）
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トラックドライバー・トラック事業者からの情報収集状況

９月3日 広島商工センター
○3次請け事業者のトラックドライバー

食事を昨夜22:00からしていない。
時間を指定されて来たが、そこから既に３時間程度待機中。こんなに待たされるとわかっていたら、途中コンビニで買い出
しもできたのに。（荷物が載せきれるかわからないので、とりあえず傭車で呼ばれた模様。）
常に動いており休む暇がない、休憩もとれず、430など取ったことがない。
一社の運賃でペイしないため、３社の輸送依頼を順に回しながら稼働している。
朝イチのスーパーマーケットでは、棚への陳列まで手伝わされる。
付帯作業も当然。パトロールをするなら、朝方のスーパーのバックヤードを見るのが良い。

8月20日 岡山トラックターミナル
○荷積み待機中のトラック運転者

ピッキング、バーコード読み取りの作業させられている。
ハンディーターミナル端末を説明もなく当たり前のように持たされ、付帯
業務は当然サービス。機器破損は10万円の弁償。
拘束時間が長い
荷待ちは常態的に1-3時間。長い場合は13-15時間ということも。
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10月4日 事業者訪問
○適正化機関を通じて希望があったトラック運送事業者にヒアリング。

運賃は数十年前に自分が事業を継いだ当時のまま
運賃は長年据え置かれたまま。運賃は上がらないのに車両価格は上がる一方。
値上げを切り出すと「じゃあうちを辞めるってことだね」と…。
長年請け負っているが、歩み寄りの姿勢が全くなく、ひどい。



国土交通省では、「働きかけ」の端緒とするため、長時間の荷待ち、契約にない附帯業務の強要などの違反原因行為を
行っているおそれのある荷主情報を、インターネットなども活用して、積極的に収集しています。

国交省 トラック 目安箱 ▼

（アクセス方法）

（入力フォーム［一部］）

クリック クリック

※トラック協会等のHPでも「目安箱」としてリンクが紹介されている例もあります。

入力フォームへ
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（輸送・荷待ち・荷役などに関する輸送実態把握のための意見等の募集について）

目安箱への投稿



標準的な運賃



標準的な運賃設定における考え方

2024年4月以降、トラック事業者にまともな条件を提示できない荷主
の荷物は運ばれなくなる。という事態を避ける必要がある。

標準的な運賃の負担は、荷主にとって厳しいものかもしれないが、運
賃・料金以外で削減できるコストはあるはず。

トラック事業者は、長い間荷主のコスト削減のしわ寄せを一方的に受
けてきた。

標準的な運賃は、トラック運転者の待遇改善のため、実走行コストを
基にした収受すべき運賃。

令和２年 標準的な運賃に係る説明会

国土交通省自動車局貨物課長説明より

物流コストの削減圧力がトラック事業者にのみかかるということがあ
ってはいけない。

これを機会として、荷主はトラック事業者とともに、物流の効率化を
進めていただく必要がある。

67



標準的な運賃

68

届出率：５７．７％
(令和5年9月末時点)
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「標準的な運賃」の算出に係る考え方



標準的な運賃の例 （中国運輸局ブロック）
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種別
小型車
（2tクラス）

中型車
（4tクラス）

大型車
（10tクラス）

トレーラー
（20tクラス）

基
礎
額

８時間制

基礎走行キロ
小型車は100km
小型車以外のも
の 130km

32,420 38,640 49,950 62,950

４時間制

基礎走行キロ
小型車は50km
小型車以外のもの
60km

19,450 23,180 29,970 37,770

加
算
額

基礎走行キロを超える場
合は、10kmを増すごとに 280 340 510 710

基礎作業時間を超える場合は、
１時間を増すごとに（４時間制
の場合であって、午前から午後
にわたる場合は、正午から起
算した時間により加算額を計
算する。）

3,020 3,160 3,390 4,000

Ⅰ 距離制運賃表 Ⅱ 時間制運賃表
（単位：千円） （単位：千円）

Ⅲ 運賃割増率
【特殊車両割増】 冷蔵車・冷凍車 ２割
【 休 日 割 増 】 日曜祝祭日に運送した距離に限る ２割

【深夜・早朝割増】午後10時から午前５時までに運送した距離 ２割
Ⅳ 待機時間料 30分を超える場合において30分までごとに発生する金額
小型…1,670円、中型…1,750円、大型…1,870円、トレーラー…2,220円
Ⅴ 積込料、取卸料、附帯業務料
積込み、取卸しその他附帯業務を行った場合には、運賃とは別に料金として収受
Ⅵ 実費
有料道路利用料、フェリー利用料その他の費用が発生した場合には、運賃とは別
に実費として収受
Ⅶ 燃料サーチャージ 別に定めるところにより収受
Ⅷ その他
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。



今後の課題：実勢運賃との整合
〇標準的な運賃は、トラック運転者の待遇改善のため、実走行コストを基にした収受すべき運

賃のため、元請事業者は下請事業者が標準的な運賃を収受できるような運賃を設定のうえ、
荷主から収受する必要がある。

中国ブロックは全体で８割を超えており、日本で２番目に届出割合が高い地域となっている。
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支局名 事業者数 届出件数 割合

鳥取 302 262 86.8%
島根 375 334 89.1%
岡山 1,148 901 78.5%
広島 1,509 1,233 81.7%
山口 627 549 87.6%

中国計 3,961 3,279 82.8%
全国計 56,990 32,977 57.9％

「標準的な運賃」の届け出状況 （令和５年10月３1日現在）
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「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」提言の概要

①荷主等への適正な転嫁

②多重下請構造の是正等

③多様な運賃・料金設定等

＜運賃水準の引き上げ幅を提示＞

＜荷待ち・荷役等の対価について標準的な水準を提示＞

〇 運賃表を改定し、平均約８％の運賃引上げ
〇 原価のうちの燃料費を 120 円に変更し、燃料サーチャージも 120 円を基準価格に
設定

〇 待機時間料に加え、荷役作業ごとの「積込料・取卸料」を加算
〇 標準運送約款において、運送と運送以外の業務を別の章に分離し、荷主から対価
を収受する旨を明記

〇 「下請け手数料」を設定
〇 荷主、運送事業者双方が運賃・料金等を記載した電子書面を交付することを明記

〇 共同輸配送等を念頭に、「個建運賃」を設定
〇 リードタイムが短い運送の際の「速達割増」や、有料道路を利用しないことによるド
ライバーの運転の長時間化を考慮した割増を設定
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悪質なトラック運送事業者対策について
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2024年問題への対策（政策まとめ）
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上記④及び⑤に掲げた適正な運賃収受・価格転嫁の円滑化やトラック法に基づく荷主企業等への要請の強化、情報
公開等の措置の具体的内容について、今年中に成案を得る。
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持続可能な物流の実現に向けた検討会 最終とりまとめ（概要）
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物流革新緊急パッケージ
● 物流産業を魅力ある職場とするため、働き方改革に関する法律が来年4月から適用される一方、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面。何も対策を講じなけ

れば、2024年度には14％、2030年度には34％の輸送力不足の可能性。このため、本年6月に「物流革新に向けた政策パッケージ」を策定。
● 今般、2024年が迫る中、賃上げや人材確保など、早期に具体的な成果が得られるよう可及的速やかに各種施策に着手するとともに、2030年度の輸送力不足の

解消に向け可能な施策の前倒しを図るべく、以下の事項について、必要な予算の確保も含め緊急的に取り組むこととする。
● この他、中長期計画の策定など、政策パッケージの施策を着実に実施し、進捗の管理を行う。

１．物流の効率化
○即効性のある設備投資・物流DXの推進

・物流事業者や荷主企業の物流施設の自動化・機械化の推進、効率化・省人
化やドローンを用いた配送により人手不足へ対応

・港湾物流効率化に向けた「ヒトを支援するAIターミナル」の深化や港湾物流手続
等を電子化する「サイバーポート」を推進等

・高速道路での自動運転トラックを対象とした路車協調システム等の実証実験等
○モーダルシフトの推進

・鉄道（コンテナ貨物）、内航（フェリー・RORO船等）の輸送量・輸送分担率を
今後10年程度で倍増

・31ftコンテナの利用拡大を優先的に促進しつつ、中長期的に40ftコンテナの利用
拡大も促進

○トラック運転手の労働負担の軽減、担い手の多様化の推進
・荷役作業の負担軽減や輸送効率化に資する機器・システムの導入等により、快
適で働きやすい職場環境の整備を促進

・労働生産性の向上に資する車両を運転するための免許の取得等のトラック運転
手のスキルアップを支援

２．荷主・消費者の行動変容
○宅配の再配達率を半減する緊急的な取組

・ポイント還元を通じ、コンビニ受取等柔軟な受取方法やゆとりを持った配送日時の指定等を促す仕組みの社会実装に向けた実証事業を実施
○政府広報やメディアを通じた意識改革・行動変容の促進強化

３．商慣行の見直し
○トラックGメンによる荷主・元請事業者の監視体制の強化 (「集中監視月間」（11～12月）の創設)

・荷主による違反原因行為の調査を踏まえた「要請」等の集中実施、国土交通省及び荷主所管・法執行行政機関による連携強化
○現下の物価動向の反映や荷待ち・荷役の対価等の加算による「標準的な運賃」の引き上げ（年内に対応予定）
○適正な運賃の収受、賃上げ等に向け、次期通常国会での法制化を推進

・大手荷主・物流事業者の荷待ちや荷役時間の短縮に向けた計画作成の義務付け、主務大臣による指導・勧告・命令等
・大手荷主に対する物流経営責任者の選任の義務付け
・トラック事業における多重下請け構造の是正に向け下請状況を明らかにする実運送体制管理簿の作成、契約時の（電子）書面交付の義務付け

○物流拠点の機能強化や物流ネットワークの形成支援
・農産品等の流通網の強化（中継輸送等の推進）
・物流施設の非常用電源設備の導入促進等による物流施設の災害対応能力の強

化等の推進
・モーダルシフト等に対応するための港湾施設の整備等を推進
・高規格道路整備や渋滞対策、IC・空港・港湾等へのアクセス道路の整備に対する支

援による物流ネットワークの強化
・トラックドライバーの確実な休憩機会の確保のため、SA・PAにおける大型車駐車マス

の拡充や駐車マス予約制度の導入などの取り組みの推進
○標準仕様のパレット導入や物流データの標準化・連携の促進
○燃油価格高騰等を踏まえた物流GXの推進（物流拠点の脱炭素化、車

両のEV化等）
○高速道路料金の大口・多頻度割引の拡充措置の継続
○道路情報の電子化の推進等による特殊車両通行制度の利便性向上
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● 物流産業を魅力ある職場とするため、働き方改革に関する法律が来年4月から適用される一方、物流
の停滞が懸念される「2024年問題」に直面。何も対策を講じなければ、2024年度には14％、2030年
度には34％の輸送力不足の可能性。このため、本年6月に「物流革新に向けた政策パッケージ」を策定。

● 今般、2024年が迫る中、賃上げや人材確保など、早期に具体的な成果が得られるよう可及的速やか
に各種施策に着手するとともに、2030年度の輸送力不足の解消に向け可能な施策の前倒しを図るべく、
以下の事項について、必要な予算の確保も含め緊急的に取り組むこととする。

● この他、中長期計画の策定など、政策パッケージの施策を着実に実施し、進捗の管理を行う。

物流革新緊急パッケージのポイント

「緊急パッケージ」の構成輸送力不足の見通し（対策を講じない場合）

１．物流の効率化

２．荷主・消費者の行動変容

３．商慣行の見直し
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令和5年１０月６日
我が国の物流の革新に
関する関係閣僚会議



１．物流の効率化（１）

○ 即効性のある設備投資・物流DXの推進

○ モーダルシフトの推進

物流施設の自動化・機械化の推進
自動運転トラックを対象とした

路車協調システム等の実証実験
港湾物流手続等の電子化の推進

(サイバーポート)

鉄道、内航海運の輸送量・分担率を増強 コンテナ大型化の推進

31ft

40ft

１０年程度
倍増

車両検知センサ

路側処理装置 合流支援情報

落下物情報

工事規制情報

路車間通信

【自動フォークリフト】 【AGV・ピッキングロボット】 【関係者間でデータ連携し、物流手続を効率化】

90



○ トラック運転手の労働負担の軽減、担い手の多様化の推進

○ 物流拠点の機能強化や物流ネットワークの形成支援

○ 標準仕様のパレット導入や物流データの標準化・連携の促進
○ 燃油価格高騰等を踏まえた物流GXの推進（物流拠点の脱炭素化、車両のEV化等）
○ 高速道路料金の大口・多頻度割引の拡充措置の継続
○ 道路情報の電子化の推進等による特殊車両通行制度の利便性向上

テールゲートリフター等、
荷役作業の負担軽減に資する機器等の導入強化

１．物流の効率化（２）

農産品等の流通網の強化
高規格道路整備等による物流ネットワークの強化や

SA・PAにおける大型車駐車マスの拡充等
モーダルシフト等に対応するための

港湾施設の整備等

大型・けん引免許取得等のトラック運転手のスキルアップ支援
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○ 宅配の再配達率の半減に向けた緊急的な取組

○ 政府広報やメディアを通じた意識改革・行動変容の促進強化

２．荷主・消費者の行動変容

３．商慣行の見直し
○ トラックGメンによる荷主・元請事業者の監視体制の強化 (「集中監視月間」（11～12月）の創設)
○ 現下の物価動向の反映や荷待ち・荷役の対価等の加算による「標準的な運賃」の引き上げ（年内に

対応予定）
・燃料価格等の高騰の状況を踏まえ、運賃表を見直すとともに、荷待ち・荷役作業等の輸送以外のサービスの対価や下請に発注する際
の手数料の水準を提示して、引き上げ

○ 適正な運賃の収受、賃上げ等に向け、次期通常国会での法制化を推進
・大手荷主・物流事業者の荷待ちや荷役時間の短縮に向けた計画作成の義務付け、主務大臣による指導・勧告・命令等
・大手荷主に対する物流経営責任者の選任の義務付け
・トラック事業における多重下請け構造の是正に向け下請状況を明らかにする実運送体制管理簿の作成、
契約時の（電子）書面交付の義務付け

【ゆとりある配送日時の指定等】

12%

【消費者が受取方法等を選択】 【コンビニ受取等
柔軟な受取方法】

【ポイント還元】 【再配達率を半減】

6%目標

ポイント還元を通じた消費者の行動変容を促す仕組みの社会実装に向けた実証事業
【消費者の行動変容を促す仕組み】
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（参考）物流効率化に向けた取組み事例紹介



トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会の取り組み

トラック運送事業者、荷主、行政等の関係者で構成する「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」を中
央、各県に設置。関係者が一体となり、取引環境の改善及び長時間労働の抑制を実現するための具体的な環境整備
等を図るため、対策の検討や、実証事業など行っている。
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ハンディーターミナルを用いた検品・検収作業の効率化（山口県）パレット荷役による積込み作業時間の削減（岡山県）

品揃えエリア・荷捌きエリアを拡張（島根県）配車工夫や高速道路利用による拘束時間削減（鳥取県）



スワップボディコンテナ車両導入による労働時間の削減（岡山県）

鶴信運輸（株）では、２０２０年からドライバーの負担軽減や労働時間の削減のために、スワップボディコンテナ車両の導入を進めてい
る。導入効果として、荷物の積み下ろしに４時間かかっていたのが、２０分に短縮するなど劇的な効果を上げている。
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中継地点導入のメリット：ドライバーの日帰りが可能。車中泊の負担が軽減

実証実験の概要 結 果

中継輸送拠点・中継輸送 （実証実験▶拠点整備）（広島県）
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〇関西-九州間の中継輸送拠点ニーズ把握・効果検証のため、両地域の中間に位置する宮島ＳＡにて中継輸
送の実証実験を実施。効果が認められたため中継地点の整備が現実に。

ドライバーの拘束時間が削減！

片道約300km 片道約300km 中継地点導入の課題：中継待ち合わせ時間のロス短縮、専用施設の整備

コネクトパーキング宮島の整備



モーダルシフト（岡山県、鳥取県、広島県、山口県）

〇モーダルシフトとは、トラック等の自動車で行われている貨物輸送を環境負荷の小さい鉄道や船舶の利
用へと転換すること。

○中国管内では、自動車部品の輸送などについて、トラック輸送を鉄道コンテナ輸送に転換する試みが実
施されている。
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輸送網の集約化・共同輸配送（岡山県）



ダブル連結トラックによる大量輸送（広島県、山口県）

ダブル連結トラック（フルトレーラー連結車）特車緩和基準
・車両は、フルトレーラ連結車のバン型であるか（25mまで）
・特定の区間を通行し、高規格幹線道路等の自動車専用道路以外を
通行する区間が必要最小限の区間となるように設定

・21ｍ超車両に指定装置（16項目）を装備できるか
・積荷の制限 (危険物貨物、大量の液体、動物）
・運転者要件
(大型自動車運転業務に直近5年以上従事、けん引免許5年以上の保有等）

・通行条件
（追い越し・縦列走行禁止、故障時停止表示、ETC2.0車載器稼働等）

特車許可基準の車両長を緩和 (現行の２１ｍから最長２５ｍへ)

「ダブル連結トラック」は、１台で通常の大型トラック２台分の輸送が可能であり、導入の推進は

トラック輸送の深刻な担い手不足解消方策の一つ。国土交通省も特車許可基準緩和により後押し。
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福山通運㈱では現在44両を導入済み。全国15府県、23か所（中国管内では
広島県、山口県の3か所）で発着可能な体制を構築している。



女性ドライバーの活躍（広島県、山口県、島根県、岡山県）

国土交通省の取組み
特設サイトを運営のうえ、以下の情報を発信。
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○実際にトラック運送会社で働く女性（トラガール）、活躍場面、会社経営者の声を紹介。
○企業に対する情報として女性活躍推進による効果を紹介。
○トラック運転手として目指すスタイルと必要な免許について紹介。etc…。

地域密着トラガール 暮らしを支えるトラガール 大型車で活躍するトラガール 日本の産業を支えるトラガール

準中型自動車免許（3.5t～7.5t未満） 中型自動車免許（7.5t～11.0t未満） 大型自動車免許（11.0t以上） 大型自動車免許＋けん引免許

（岡山県岡山市）（広島県安芸郡坂町）（島根県浜田市）

榎本商店株式会社

（広島県広島市） （山口県防府市）

ｱｲｵ･ﾃｨ･ｱﾝﾄﾞ･ﾋﾟｰ株式会社

防府営業所

～ 中国運輸局管内でも数多くの女性ドライバーが活躍中 ～ トラガールサイトから抜粋

事業者の取組み：女性用休憩室の整備、配達エリア、勤務時間（残業・泊りなしなど）の配慮、普通免許で運転できる２t箱車、オートマ車の導入等



「ホワイト物流」推進運動

深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、
経済の成長に寄与することを目的に、次の点に取組む運動。平成30年度から実施。
① トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化
② 女性や60代以上の運転者等も働きやすいより「ホワイト」な労働環境の実現

国 民

イメージアップ↑

売上増・就職者増 価格競争回避
取引企業の増

信頼性向上↑＝ ＝

理解・協力

※ホワイト物流推進運動の
取組企業が働きやすく
なっていることについてPR

荷主企業

[自主行動宣言企業] 1，９７３社（令和5年12月末時点）

ホワイト物流推進運動

物流事業者

その他企業

理解・協力

期待できる効果

企業の社会的
責任の遂行等

事業活動に
必要な物流を
安定的に確保

物流の効率化に
よる二酸化炭素
排出量の削減

業界の商慣習や
自社の業務プロセ
スの見直しによる
生産性の向上

①「自主行動宣言」の必須項目に合意し、運動への賛同表明(企業名公表)
必須項目 ●取組方針 ●法令順守への配慮 ●契約内容の明確化・遵守

②自社で取り組む「推奨項目」を選定
推奨項目 Ａ.運送内容の見直し

予約受付システムの導入､パレット等の活用､リードタイムの延長 等
Ｂ.運送契約の方法

運賃と料金の別建て契約､燃料サーチャージの導入 等
Ｃ.運送契約の相手方の選定

働き方改革等に取り組む物流事業者の積極的活用 等
Ｄ.安全の確保

荷役作業時の安全対策､異常気象時等の運行の中止･中断 等
Ｅ.その他

宅配便の再配達の削減への協力､引越時期の分散への協力 等
Ｆ.独自の取組
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「ホワイト物流」推進運動の取組み事例
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自動車運送事業のための 「働きやすい職場認証制度」 の概要
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トラック事業者
バス（貸切・乗合）事業者
タクシー事業者

合 計

8,173社（一つ星4,468社、二つ星3,705社）
1,038社（一つ星 515社、二つ星 523社）
1,420社（一つ星 908社、二つ星 512社）

10,631社（一つ星5,891社、二つ星4,740社）

令和5年12月18日現在

審査要件：以下の６分野について基本的な取り組
み要件を満たすことで認証が取得

①法令遵守等 ②労働時間・休日 ③心身の健康 ④安
心・安定 ⑤多様な人材の確保・育成 ⑥自主性・先進性
等 （⑥は二つ星、三つ星の）

※三つ星の評価の対象分野
上記６分野について従来の参考項目を加えて項目数を増加します。
加えて、働きやすい職場実現のための方針、課題、目標、改善に
向けた行動計画、体制整備などを記述いただき、改善に向けた
PDCAが適切に回っていることを評価します。

審査実施団体:（一財）日本海事協会(ClassNK)
料 金

一つ星新規申請 一つ星継続申請 二つ星新規申請 三つ星新規申請※1
紙申請

一部電子申請
電子申請

紙申請
一部電子申請

電子申請
紙申請

一部電子申請
電子申請

紙申請
一部電子申請

電子申請

1）
審査料 50,000円 30,000円 50,000円 15,000円 50,000円 30,000円 147,000円 127,000円

＋複数の営業所を申
請対象とする場合

＋ 3,000円×営業所数（本社除く） ※2

2）
登録料 60,000円（有効期間に重複機関が１年以上生じる場合、3,000円を差し引く。）

＋複数の営業所を申
請対象とする場合

＋ 5,000円×営業所数（本社除く）
※1 別途対面審査員2名分の旅費実費（１名往復につき30,000円上限）が必要。
※2 三つ星の審査料（複数の営業所を申請対象とする場合）①、②の合計
①：＋ 3,000円×申請対象営業所数（本社除く）
②：＋ 84,000×2カ所目以降の対面審査対象営業所数（審査対象営業所の数により1～6カ所が対象となる。）


